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■
対
象
者　

【
１
期
】
１
歳
〜
２
歳
未
満
の
人

【
２
期
】
来
年
４
月
に
小
学
校
入
学
と
な
る
人

【
３
期
】
中
学
１
年
生
に
相
当
す
る
年
齢
の
人

【
４
期
】
高
校
３
年
生
に
相
当
す
る
年
齢
の
人

■
接
種
期
間 　
　
　

【
１
期
】

　

対
象
年
齢
の
期
間
内

【
２
期
・
３
期
・
４
期
】

平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で

■
接
種
場
所　

指
定
医
療
機
関

（
予
防
接
種
だ
よ
り
に
掲
載
し
て
い
ま
す
）

※

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

■
持
参
す
る
物　

●
母
子
健
康
手
帳

●
２
期
・
３
期
・
４
期
の
人
は
事
前
に
送
付

し
た
予
診
票

※
予
診
票
を
紛
失
し
た
人
は
、
保
健
予
防
係

で
再
交
付
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
母
子
健

康
手
帳
と
印
鑑
が
必
要
で
す
。

問 

健
康
・
保
険
課　

保
健
予
防
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
２

麻
し
ん
・
風
し
ん
混
合（
Ｍ
Ｒ
）の
予
防
接
種

接
種
が
済
ん
で
い
な
い
人
は
早
め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う

年金
　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な

る
ま
で
の
40
年
間
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
、

満
額
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
に
よ

り
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40
年
間
に
満

た
な
い
場
合
は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
、
満

額
の
年
金
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に

は
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
や
保
険
料
の
免

除
期
間
な
ど
が
原
則
と
し
て
25
年
以
上
必
要

と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い

な
い
場
合
は
、
70
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
た
だ
し
、
昭
和
40

年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
に
限
ら
れ

ま
す
）。

　

ま
た
、
海
外
に
在
住
す
る
日
本
国
籍
の
人

も
国
民
年
金
に
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

問 

町
民
課　

年
金
係　
　

☎（
２
３
２
）４
９
１
４

問 

熊
本
西
年
金
事
務
所　

☎（
３
５
５
）３
２
６
１

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

ご
存
じ
で
す
か
？

予防
接種

■一般旅券手数料
有効期間 収入印紙 熊本県収入証紙 合計
１０年

5年（12歳以上）
5年（12歳未満）

14,000 円
9,000 円
4,000 円

2,000 円
2,000 円
2,000 円

16,000 円
11,000 円
6,000 円

こ
れ
ま
で
、
県
の
窓
口
で
旅
券
の
申
請
・
交
付
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
10
月
１

日
か
ら
、
町
民
課
で
旅
券（
パ
ス
ポ
ー
ト
）の
申
請
・
交
付
業
務（
土
日
祝
日
・
休

日
お
よ
び
年
末
年
始
を
除
く
）を
開
始
し
ま
す
。

旅券
■
旅
券
申
請
・
交
付
場
所

　

菊
陽
町
役
場　

町
民
課（
本
庁
舎
の
み
）

■
取
扱
日
・
時
間

【
申
請
】
月
〜
金
曜
日　

　
　
　

  

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

【
交
付
】
月
〜
金
曜
日　

　
　
　

  

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

【
申
請
か
ら
交
付
ま
で
の
所
要
日
数
】

　

申
請
し
た
日
か
ら
最
短
で
13
日
間

■
対
象
者

　

本
町
に
住
民
登
録
し
て
い
る
人
、
ま
た

は
居
所
が
あ
る
人
。

■
注
意
事
項

　

10
月
１
日
か
ら
、
菊
池
地
域
振
興
局
窓

口
を
は
じ
め
と
す
る
県
の
旅
券
窓
口
で
の

申
請
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
海
外
で
親
族
な
ど
が
病
気
、

事
故
な
ど
に
よ
る
死
亡
な
ど
に
よ
り
緊
急

に
渡
航
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
な
ど
に
限

り
、
従
来
ど
お
り
熊
本
県
庁
旅
券
セ
ン

タ
ー
を
利
用
で
き
ま
す
。

　

９
月
30
日
ま
で
に
県
の
窓
口
で
申
請
し

た
旅
券（
パ
ス
ポ
ー
ト
）は
、
10
月
１
日
以

降
で
あ
っ
て
も
申
請
し
た
県
の
窓
口
で
の

受
領
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　

取
扱
窓
口
に
備
え
付
け
の
「
一
般
旅
券

発
給
申
請
書
」
に
次
の
必
要
書
類
を
添
付

し
町
民
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

❶
戸
籍
謄（
抄
）本

　

…

１
通

❷
住
民
票…

１
通（
住

基
シ
ス
テ
ム
の
利

用
を
希
望
す
る
場

合
は
省
略
で
き
ま

す
）

※

❶
❷
い
ず
れ
も
発

行
日
か
ら
６
カ
月

以
内
の
も
の
。

❸
旅
行
用
写
真…

１

枚（
６
カ
月
以
内
に

撮
影
し
た
も
の
）

❹
本
人
確
認
の
た
め

の
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）

❺
前
回
取
得
し
た
旅

券
が
あ
る
場
合
は
、

そ
の
旅
券
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

旅
券
の
申
請
・
交
付
業
務
を
役
場
で
開
始
し
ま
す

本
年
１０
月
１
日
か
ら

問 

町
民
課　

町
民
係　

☎（
２
３
２
）４
９
１
４

■
日
時　

９
月
14
日（
水
）　

少
雨
決
行

　
　
　
　
（
雨
天
時
９
月
15
日（
木
））

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

■
場
所

　

菊
陽
カ
ン
ト
リ
ー
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

■
回
収
物
・
料
金

❶
廃
ビ
ニ
ー
ル　

０
円
／
㎏

❷
廃
ポ
リ
フ
ィ
ル
ム
・
肥
料
袋
・

　

灌
水
チ
ュ
ー
ブ　
　

　
　
　
　
　
　
　

約
16
円
／
㎏（
税
別
）

❸
そ
の
他　
　
　

約
51
円
／
㎏（
税
別
）

■
注
意
事
項　

○
料
金
は
後
日
、
口
座
振
替
さ
れ
ま
す
。

○
梱
包
の
悪
い
も
の
は
、
受
け
入
れ
で
き

ま
せ
ん
。

○
料
金
が
異
な
る
た
め
、
種
類
に
よ
り

別
々
に
計
量
し
ま
す
。

○
劣
化
フ
ィ
ル
ム（
再
生
不
可
能
）は
、
埋

立
処
理
と
な
り
別
料
金
が
必
要
で
す
。

○
同
じ
種
類
の
も
の
で
ひ
と
ま
と
め
に
し

て
く
だ
さ
い
。

○
荷
物
降
ろ
し
は
各
自
で
お
願
い
し
ま
す
。

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
回
収
し
ま
す

農
家
の
皆
さ
ん
へ
（
一
般
の
人
の
回
収
は
で
き
ま
せ
ん
）

問 

農
政
課　

農
政
係　
　
　
　

☎（
２
３
２
）４
９
１
６

問 

Ｊ
Ａ
菊
池
菊
陽
中
央
支
所　

☎（
２
３
２
）２
２
１
３

農業

　

農
地
を
許
可
な
く
転
用
し
た
場
合
や
、

転
用
許
可
に
係
る
事
業
計
画
ど
お
り
に
転

用
し
て
い
な
い
場
合
な
ど
は
、
農
地
法
に

違
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
工
事
の
中
止
、

原
状
回
復
な
ど
の
命
令
や
罰
則
が
適
用
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

違
反
転
用
を
す
る
と
、
個
人
は
３
年
以

下
の
懲
役
ま
た
は
３
０
０
万
円
以
下
の
罰

金
、
法
人
の
場
合
は
１
億
円
以
下
の
罰
金

が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

■
転
用
に
つ
い
て
の
相
談
と
違
反
転
用
の

通
報
は
農
業
委
員
会
へ

　

農
地
転
用
の
許
可
申
請
の
受
け
付
け
は
、

農
業
委
員
会
で
行
っ
て
い
ま
す
。
転
用
に

つ
い
て
の
手
続
き
や
疑
問
は
、
ま
ず
農
業

委
員
会
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※

農
地
転
用
に
関
す
る
相
談
や
苦
情
は
、

国（
農
林
水
産
省
、
地
方
農
政
局
な
ど
）

に
相
談
窓
口
が
開
設
さ
れ
て
お
り
、
県

（
農
林
水
産
部
農
地
・
農
業
振
興
課
）で

も
相
談
で
き
ま
す
。

農
地
を
転
用
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
農
地
転
用
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
違
反
す
る
と
罰
則
な
ど
が
科
せ
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
前
に

農
業
委
員
会
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

原
状
回
復
な
ど
の
命
令
、
罰
則
の
適
用
が
あ
り
ま
す

農
地
を
違
反
転
用
し
た
り
、
許
可
ど
お
り
に
転
用
し
な
か
っ
た
ら

問 

菊
陽
町
農
業
委
員
会　

☎（
２
３
２
）４
９
２
４

農地

資材置き場にした資材置き場にした資材置き場にした

産廃の捨て場にした産廃の捨て場にした産廃の捨て場にした

青空駐車場にした青空駐車場にした青空駐車場にした

建設残土の捨て場にした建設残土の捨て場にした建設残土の捨て場にした

農業用施設を建てた※農業用施設を建てた※農業用施設を建てた※

※自己所有農地であっても農業用施設などを
建てる場合は農業委員会にご相談ください。

勘・経験+αの農業経営を目指して！

第18回菊陽町担い手育成推進大会
■日時　10月６日（木）　午後２時30分開会
■場所　❶❷菊陽町図書館ホール
　　　　❸さんふれあ
■内容
　❶地産地消料理試食会（無料）
　❷講演会（無料）
　　演題：「魅力ある農業経営の提案（仮題）」
　　　　（午後３時30分から１時間30分程度）
　　講師：㈱ジャパンバイオファーム
　　　　　　　　　　（長野県伊那市）
　　　　　代表取締役　小祝　政明さん
　※内容が変更になる場合があります。
　❸交流会（会食費：2,000円）
■申込方法　
９月30日（金）までに農政課にご連絡ください。
■主催　菊陽町担い手育成総合支援協議会・菊

陽町認定農業者連絡会・菊陽町
■後援　ＪＡ菊池菊陽中央支所
■問い合わせ　農政課　☎（232）4916

こ
ん
ぽ
う

か
ん
す
い


